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（注）貯金者の氏名、生年月日、住所（法人の場合は名称、設立年月日、所在地）、電話番号等。

　付保貯金の取扱いについての貯金者への連絡は、破綻処理の方法により
異なります。
① 資金援助方式（「第1部 貯金保険制度の概要 4（2）資金援助方
　式」の項（16ページ）を参照してください）の場合は、破綻農水産業協
　同組合の店頭等でお知らせします。
② 一方、保険金支払方式（「第1部 貯金保険制度の概要 4（3）保険
　金支払方式」の項（21ページ）を参照してください）の場合は、貯金保
　険機構から保険金支払通知書・請求書などを送付します。

　こうした点については、決まり次第貯金保険機構のホームページ、破綻
農水産業協同組合の店頭、マスコミ等を通じてお知らせします。

１

　付保貯金額は、破綻農水産業協同組合から提出される貯金者データに基
づいて貯金保険機構で計算します。
　付保貯金額が本来受け取ることができると思っていた金額と異なる場合は、
貯金者が破綻農水産業協同組合に届け出ている氏名・生年月日等のデータ
が、例えば旧姓のまま変更手続がとられていない、生年月日が正しく登録
されていないなど不正確である可能性が考えられます。破綻農水産業協同
組合に確認をしてください。

2

　貯金保険機構では、破綻農水産業協同組合から貯金者データの訂正依頼
があった場合には、事実関係を確認のうえ、付保貯金額を再計算します。

3

　付保貯金額が算定できない貯金者に対しては、破綻農水産業協同組合ま
たは貯金保険機構から付保貯金額の算定に必要な貯金者データ（注）に関す
る照会を行うことがあります。こうした場合、付保貯金額の算定作業が終
わるまで貯金等の払戻しまたは保険金の支払をお待ちいただくことになり
ます。

１

　なお、付保貯金額の算定が円滑に行えるように、貯金者は日頃から氏名
や住所などの貯金者データに変更があった場合、速やかに手続をとってい
ただきますようお願いします。

2

付保貯金の取扱いについては、貯金者にはどのような
連絡があるのですか。また、本来受け取れると思って
いた金額と異なる場合、どうしたらよいのですか。

付保貯金額の算定が終わらないと、貯金等の払戻し
または保険金の支払は受けられないのですか。その
場合、貯金者はどうすればよいのですか。


